
テレワークなど事業場外の勤務の労働時
間の管理 ～事業場外みなし労働時間制
～

2020年春の緊急事態宣言を受けて、多くの職場で在

宅勤務、サテライトオフィス、モバイル勤務等のテレ

ワークが導入されました。

こうした中、厚労省では同年8月以降、有識者による

「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」

を開催し、同12月25日に報告書をまとめ、公表してい

ます。厚労省ではこの報告を踏まえ、2018年3月公表の

「テレワークガイドライン（情報通信技術を利用した

事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラ

イン）」を見直すとのことです。

同ガイドラインはテレワークの「労働時間の管理」

に関する内容が中心となっており、テレワークになじ

みやすい労働時間制度として、「フレックスタイム制

度」と「事業場外労働のみなし労働時間制」を挙げて

いました。報告書では、使用者、労働者双方にわかり

やすいよう、「具体的な考え方をガイドラインで明確

化する」ことを求めています。

今回はこの２つの労働時間制のうち、後者の「事業

場外労働のみなし労働時間制」について、導入の条件

や運用の実務を記事にまとめました。

（同ガイドラインと東京労働局のパンフレット

『「事業場外労働に関するみなし労働時間制」の適正

な運用のために』を参考にしています。どちらもウエ

ブで閲覧可能です。）

ア．「事業場外労働のみなし労働時間制」とは

この制度は、労働基準法第38条の2の定めにもとづ

くもので、労働者が「業務の全部または一部」を事

業場の外で従事し、「使用者の指揮監督がおよばな

いために労働時間の算定が難しい」場合、使用者

（会社等）の労働時間の算定義務を免除し、事業場

の外での労働については「特定の時間」勤務したも

のとみなす制度です。

イ．対象となる業務・対象にできない業務

事業場外で業務に従事し、使用者の具体的な指揮

監督がおよばず、労働時間の算定が困難な業務が対

象となります。

次のような業務は労働時間の算定が可能として、

適用できないとされています。

① 何人かのグループで従事する場合で、そのメンバー

の中に労働時間の管理をする者がいる場合

②「無線やポケットベル等」によって随時、使用者の

指示を受けてながら勤務している場合

③事業場で「訪問先」「帰社時刻」等、当日の業務の

具体的指示を受けた後、事業場外で指示通り業務に

従事し、その後事業場に戻る場合

ガイドラインでは、テレワークでの「事業場外労

働のみなし労働時間制」導入について、「使用者の

具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定するこ

とが困難」というためには（=同制度を適用するため

には）次の要件をすべて満たす必要がある、として

います。

①情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な

状態におくこととされていないこと。

「情報通信機器を通じた使用者の指示に即応する義

務がない状態」であることを指す。（「使用者の指示」

には黙示＝事実上の指示が含まれる。）

上記の「使用者の指示に即応する義務がない状態」

とは、「使用者が労働者に対して情報通信機器を用い

て随時具体的指示を行うことが可能で、なおかつ、使

用者からの具体的な指示に備えて待機しつつ実作業を

行っている状態または手待ち状態でないこと」を指す。

たとえば「回線が接続されているだけで、労働者が

自由に情報通信機器から離れることや通信可能な状態

を切断することが認められている場合」「会社至急の

携帯電話を所持していても、労働者の即応の義務が課

されていないことが明らかな場合」等は使用者の指示

に即応する義務がない場合にあたる。

②当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行

われていないこと。

「具体的な指示」には、例えば「当該業務の目的・

目標・期限等の基本的事項を指示すること」「基本的

事項について所用の変更の指示をすること」は含まれ

ない。
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ウ．「事業場外労働のみなし労働時間制」の労働時間

の算定方法

この制度が適用される事業場外の業務に従事した

ときの労働時間の算定には、次の３つの方法があり

ます。

① 所定の労働時間とする

② その業務遂行に①を超えて労働することが必要な

場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間

（「通常必要時間」）

③ ②の場合で労使協定を締結したとき、協定に定め

る時間

②と③については、その事業場外の業務に実際に

必要とされる時間を平均した時間となります。突発

的に行われるものを除き、常態として行われる場合

は、労使協定を結ぶことが望ましいとされています。

また、②③については、業務の一部を事業場内で

従事した場合は、事業場内の労働時間と事業場外の

業務に通常必要とされる時間を合計した時間数とな

ります。

【労働日の労働時間の一部が算定困難な事業場外労働の

ときの基本的な算定方法】

ア 「所定労働時間≧通常必要時間＋事業場内の労働

時間」のときは、「所定の労働時間」とみなします。

イ 「所定労働時間<通常必要時間＋事業場内の労働

時間」のときは、「通常必要時間+事業場内の労働

時間」とみなします。

たとえば午前９時始業、午後６時終業（所定労働

時間８時間）で休憩時間が正午から１時間のとき、

午前８時から勤務し、午後から通常必要時間３時間

の事業場外の勤務に従事した場合、午前の勤務時間

数４時間と午後の通常必要時間３時間の合計は所定

労働時間以内のため、所定労働時間８時間を労働し

たものとみなします。

エ．「事業場外労働に関する労使協定」と労基署への

届出

事業場外の業務で労働時間の算定が困難で、通常、

所定労働時間を超えて労働することが必要である場

合、「通常必要時間」を労使協定により定めること

ができます。協定の内容は、①対象とする業務、②

みなし労働時間、③有効期間です。

協定で定める事業場外のみなし労働時間が法定労

働時間（１日８時間）を超える場合は、労使協定を

様式第12号により所轄の労働基準監督署長に届け出

る必要があります。

届出は、様式第９号の2「時間外労働・休日労働に

関する協定届」に付記することも可能です。（記入

欄がわかりにくいですが、同様式１枚目の裏の解説

の右下の「備考」を参考にしてください。）

公的年金の手続きの押印が原則廃止に

日本年金機構では、2020年12月25日より、年金手続

きの申請・届出様式の押印を原則廃止しました。ただ

し、金融機関への届出印、実印による手続きが必要な

もの等については、引き続き押印が必要となります。

押印欄のある旧様式も使用できます。旧様式により

提出する場合も、押印は不要です。

新型コロナに伴う休業で報酬が下がった
ときの社会保険料の減額特例の期間がさ
らに延長 ～2021年１～３月の報酬急減
も対象に～

2020年4～12月の間に新型コロナウイルス感染症の影

響による休業により報酬が著しく下がった社会保険被

保険者について、事業主の届出により、社会保険料の

標準報酬月額を特例により翌月から改定（減額）する

の特例措置が講じられています。

今般、この制度の対象となる期間が2021年3月まで延

長されました。これまでと同様、特例措置による改定に

本人が書面で同意していることなどの要件があります。

今回の事務所ニュースは以上のとおりです。記事内

容など、詳細はお問い合わせください。 （塩澤）
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